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布され、廃棄物焼却炉に係る排出基準が改定
されました。

（ウ ) 窒素酸化物の規制
昭和 48（1973）年の第１次規制以降段階

的に排出基準の強化、適用施設の拡大が行わ
れ、窒素酸化物を排出する大多数のばい煙発
生施設に排出基準が適用されています。

（エ )  石綿（アスベスト）の規制
石綿（アスベスト）は耐熱性等に優れている

ため多くの製品に使用されてきましたが、発ガ
ン性等の健康影響を有するため、原則、製造・
使用が禁止されています。

また、吹付け石綿を使用する一定規模以上
の耐火性建築物の解体等作業には作業基準等
が定められ、工事を施工する前に特定粉じん
排出作業の届出が課せられていましたが、アス
ベストの大気環境への飛散防止措置を拡充・
強化するため、平成 17(2005) 年 12 月に大
気汚染防止法施行令・規則が改正され、平成
18(2006) 年３月から施行されました。これに
より、規制対象となる建築材料の範囲が拡大さ
れ、建築物の規模要件等が撤廃されました。

さらに、平成 18(2006) 年２月に大気汚染
防止法が改正され、工作物（工場のプラント
等）が規制対象となり、同年 10 月から施行さ
れました。また、労働安全衛生法施行令の改
正に併せ、石綿を 0.1％を超えて含有する建築
材料も同様に同年 10 月から規制対象となりま
した。

平成 24(2012) 年度中の届出数は、解体作
業が 25 件、改造・補修作業が 15 件、断熱材
等の除去が 183 件でした。（以上、四日市市
管轄分を除く）

（オ ) VOC の規制
光化学オキシダントによる大気汚染は、その

原因物質である VOC の排出削減により、その
改善が期待できます。

工場から排出される VOC の規制について
は、平成 16(2004) 年５月に大気汚染防止法
が改正され、平成 18(2006) 年４月から施行
されました。

これにより、新規 VOC 排出事業者には平
成 18(2006）年４月から、既存 VOC 排出事
業者については平成 22(2010）年４月から、
VOC 排出施設の届出義務、排出基準の遵守
義務等が課され、さらに事業者の自主的な対
策の取組が期待されます。

ア 大気汚染防止法による規制
大気汚染防止法では、一定規模以上のボイラー

等のばい煙発生施設、ベルトコンベア等の一般粉
じん発生施設等を規制しています。

平成 25（2013）年３月 31 日現在、1,456 工
場・事業場に 4,261 のばい煙発生施設、216 工
場・事業場に 1,671 の一般粉じん発生施設、43
工場に 145 の揮発性有機化合物（VOC）排出
施設が設置されています。
（ア ) 硫黄酸化物の規制

硫黄酸化物については、施設毎の排出口の
高さに応じた着地濃度規制（Ｋ値規制）が実
施されています。その規制値は四日市地域（四
日市市の一部、朝日町、川越町）が 1.17、四
日市市（前述以外の地域）が 3.0、桑名市及
び鈴鹿市が 14.5、その他の市町が 17.5 とな
っています。

さらに、四日市地域（四日市市は全域）に
ついては、昭和 47（1972）年４月から三重
県公害防止条例（現：三重県生活環境の保全
に関する条例）により、総排出量規制を実施し
てきましたが、この制度は、昭和 51（1976）
年に大気汚染防止法による総量規制に移行し
ています。

（イ) ばいじんの規制
ばいじんについては、ばい煙発生施設の種

類及び規模毎に濃度規制が実施されていま
す。平成 10（1998）年４月、大気汚染防止
法施行規則等の一部を改正する総理府令が公
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表１－３－１ 優先取組物質

○アクリロニトリル

○アセトアルデヒト

○塩化ビニルモノマー

○塩化メチル

○クロム及び三価クロム化合物

○六価クロム化合物

○クロロホルム

○酸化エチレン

○1,2- ジクロロエタン

○ジクロロメタン

○水銀及びその化合物

○ダイオキシン類

○テトラクロロエチレン

○トリクロロエチレン

○トルエン

○ニッケル化合物

○ヒ素及びその化合物

○1,3- ブタジエン

○ベリリウム及びその化合物

○ベンゼン

○ベンゾ（a）ピレン

○ホルムアルデヒド

○マンガン及びその化合物
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1−2 工場・事業場対策の推進
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オ 立入検査（四日市市管轄分を除く）
平成 24(2012) 年度は、延べ 616 工場・事業

場に立入検査を行い、ばいじん、窒素酸化物等の
延べ 68 項目について、排出ガス検査を実施した
結果、2 か所の事業所において VOC の排出基準
の超過があり、施設の改善等、基準の遵守を指導
しました。

また、特定粉じん排出作業について、延べ 96
現場に立入を行い、敷地境界におけるアスベスト
濃度を延べ 21 現場で測定したところ、1 現場で、
アスベスト除去作業現場付近（関係者以外が近寄
ることのない場所）におけるアスベストの濃度が、
敷地境界における基準（特定粉じん発生施設に係
る規制基準）を超過していたことから、施工業者
に対し、除去作業現場周辺の清掃や原因の究明、
再発防止を含めた作業基準遵守の徹底等について
指導を行いました。

加えて、ダイオキシン類について、大気基準適
用施設において 17 検体、水質基準適用施設にお
いて 6 検体の検査を行ったことろ、すべての検体
が排出基準を満足していました。

（1）光化学スモッグの緊急時の措置現状
県内 14 地域、18 関係市町（市によっては、

発令地域が分かれる場合や、一部の地域に限る場
合あり）を発令地域とし、緊急時の措置を要請す
る対象地域としています。測定されたオキシダント
濃度が発令基準に達した場合、その発令地域ごと
に緊急時の措置の区分（予報、注意報、警報、
重大警報の４種類）に応じ、協力工場への措置を
要請します。

平成 24（2012）年度の光化学スモッグについ
ては、7 月 27 日に桑名地域及び四日市地域に年
度初の予報を発令し、同日、桑名地域では注意報
を発令しました。

予報の発令は合計 2 日（3 回）、注意報の発令
は 1 日（1 回）でした。

（2）北勢地域光化学大気汚染予測システム
光化学スモッグ注意報発令時において緊急時の

措置が速やかに実施されるよう、注意報発令に先
立ち、当日早朝に各種汚染物質濃度や気象データ
から計算した予測情報を各関係機関に提供してい
ます。

イ ダイオキシン類対策特別措置法による規制
ダイオキシン類対策特別措置法では、大気基準

適用施設として 5 種類の特定施設、水質基準対
象施設として 19 種類の特定施設を規制対象とし
ています。

平成 25(2013) 年３月 31 日現在の県内におけ
る大気基準適用施設は 256 施設、水質基準対象
施設は 52 施設です。

ウ 三重県生活環境の保全に関する条例等による
規制

三重県生活環境の保全に関する条例では、大気
汚染防止法の規制対象外の施設（指定施設）及
び有害物質について規制しています。さらに四日
市地域については、一定基準以上の工場等を対象
に、窒素酸化物に係る総排出量規制、上乗せ条例
によるばいじんの排出基準の上乗せ規制を実施し
ています。

平成 25(2013) 年３月 31 日現在のばい煙に係
る指定施設は 566 工場・事業場に 5,263 施設、
粉じんに係る指定施設は 765 工場・事業場に
4,476 施設、炭化水素に係る指定施設は 16 工
場・事業場に 320 施設が設置されています。（以
上、四日市市管轄分を除く）
（ア ) 窒素酸化物に係る総排出量規制

昭和 49（1974）年から四日市地域におい
て、窒素酸化物の総排出量規制を実施してお
り、昭和 53（1978） 年に二酸化窒素に係
る環境基準が改定されたことに伴い、総排出
量規制の見直しを行いました。さらに、平成
４（1992）年に窒素酸化物排出係数を改訂
し、規制を強化しました。

（イ) 炭化水素系物質の規制
貯蔵タンク等から炭化水素系物質の漏出を

防止するため、一定規模以上の貯蔵施設（原
油、揮発油、ナフサ等の貯蔵能力が 5,000kl
以上の貯蔵施設等）について、構造・使用管
理基準を設け、規制を行っています。

エ 緊急時の措置
大気汚染防止法に基づき、硫黄酸化物、浮遊

粒子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダント
について、緊急時における措置を講じています。
平成 24（2012）年度は、硫黄酸化物、浮遊粒
子状物質及び二酸化窒素については、予報等の発
令による緊急時の措置はありませんでした。

1−3 光化学スモッグ対策の推進
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（1）現状

本県の全自排局の二酸化窒素及び浮遊粒子状
物質の濃度（年平均値）は、年々低下しており、
平成 24（2012）年度は昨年度に引き続き、二
酸化窒素の環境基準は全局で達成しました。

（2）自動車から排出される窒素酸化物及び粒
子状物質の特定地域における総量の削減等
に関する特別措置法（自動車 NOx・PM法）

ア 背景
都市地域における窒素酸化物による大気汚染

については、「自動車から排出される窒素酸化物
の特定地域における総量の削減等に関する特別
措置法（自動車 NOx 法）」（平成４（1992）年）
に基づき、特別の排出基準を定めた規制（車種
規制）を初めとする施策を実施してきましたが、
自動車交通量の増大などにより、環境基準を達
成するには至りませんでした。

一方、ディーゼル自動車から排出される粒子
状物質（PM）について、発がん性のおそれを
含む国民の健康への悪影響が懸念されています。
このことから、窒素酸化物とともに自動車交通
に起因する粒子状物質の削減施策の新たな構築
が強く求められ、法制化が図られました。

イ 法律の概要
平成 13（2001）年の通常国会に自動車 NOx

法の改正法案が提出され、同年６月に自動車
NOx・PM 法が成立しました。その内容は次の
とおりです。
・対象物質に粒子状物質を追加
・対策地域の拡大

愛知県の 61 市町村とともに、三重県の北勢
地域の旧８市町（四日市市、旧桑名市、鈴鹿市、
旧長島町、木曽岬町、旧楠町、朝日町、川越町）
を追加
・粒子状物質について車種規制を導入
・窒素酸化物について車種規制の強化
・一定規模以上（30 台以上保有）の事業者に

対する自動車使用管理計画の作成、都府県知
事等への届出の義務付け

平成 19（2007）年 5 月には、自動車 NOx・
PM 法が改正されました。その主な内容は次の
とおりです。

ア 対象地域
桑名地域、大安地域、四日市地域及び鈴鹿

地域の４地域としています。
イ 予測情報の内容

４地域別に、「高濃度となりやすいでしょう。」、
「高濃度とならないでしょう。」の２段階で予
測しています。「高濃度」とはオキシダント濃
度の日最高値が 0.120ppm 以上となる場合を
いいます。

有害大気汚染物質は、発がん性等人の健康に
有害な影響を及ぼすおそれのある物質といわれて
おり、平成８(1996) 年に大気汚染防止法が改正
され、地方自治体の施策として、大気環境調査、
事業者の排出抑制の責務等が規定されました。平
成９(1997) 年には、有害大気汚染物質のうち、
健康リスクが高いと評価される物質であるベンゼ
ン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン
の大気環境基準が設定されました。さらに、平成
13(2001) 年４月には、ジクロロメタンの環境基準
が設定されました。

ダイオキシン類
平成 12(2000) 年 1 月から施行されたダイオ

キシン類対策特別措置法（平成 11(1999) 年７
月公布）に基づいて、ダイオキシン類の大気中
濃度を調査しました。

・調査地点
一般環境調査地点は、常時監視地点 7 地点

で調査を実施しました。
・調査方法

年４回、連続７日間の試料採取を行い、分
析しました。
・調査結果の概要

平成 24（2012）年度は、すべて環境基準
を達成していました。

1−4 重金属等の有害化学物質への対応

1−5新たな有害化学物質への対応

2−1 自動車環境対策の推進

自動車環境対策の推進2










